
マレーシアのサステナビリティ開示・保証の規制
動向（2024年12月）
マレーシア証券取引所はISSB基準の使用を要求

2024年12月28日

マレーシア証券取引所（Bursa Malaysia Securities Berhad）は、主要市場参加者およびACE市場参加者に対し、マレーシア

National Sustainability Reporting Framework（NSRF）に沿ったサステナビリティに関する開示を義務付けるため、上場要件

を改正しました。NSRFは、IFRS S1号およびIFRS S2号を用いてサステナビリティに関する情報の開示を求めています。

上場要件の修正は、2024年10月に終了した協議に続くものです。

企業の種類毎に、それぞれ下記の時点以後開始する年次報告期間から、 ISSB基準（国際サステナビリティ基準審議会が発

行する基準）の使用が要求されます。

➢ 大規模主要上場企業*：2025年1月1日

*大規模主要上場企業とは、時価総額が20億リンギット以上の企業を指します。

➢ その他の主要上場企業：2026年1月1日

➢ ACE市場上場企業：2027年1月1日

上場企業は、気候優先アプローチに焦点を当てた移行措置を含むISSB基準を、主要上場企業ついては2会計年度、ACE市場

上場企業については3会計年度にわたって使用することができます。

詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。

◼ プレスリリース（マレーシア証券取引所のウェブサイト）

原文（英語）：Malaysian Stock Exchange requires use of ISSB standards 
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限責
任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。

関連記事（日本語）：

◼ マレーシアのサステナビリティ開示・保証の規制動向（2024年9月）｜会計監査｜デロイトトーマツグループ｜Deloitte

1

サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて
います。

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/iasplus20240924.html
https://www.bursamalaysia.com/sites/5bb54be15f36ca0af339077a/content_entry5c11a9db758f8d31544574c6/6768e229e6414a4ba0eb9f4d/files/23122024__MEDIA_RELEASE_BURSA_MALAYSIA_REQUIRES_SUSTAINABILITY_REPORTING_USING_THE_IFRS_SUSTAINABILITY_DISCLOSURE_STANDARDS.pdf?1734927108
https://www.iasplus.com/en/news/2024/12/malaysia-issb
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/iasplus20240924.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください

http://www.bsigroup.com/clientDirectory
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